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（条件変更等）
第18条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、

直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一　設計図書と工事現場の状態が一致しないこと
二　設計図書の表示が明確でないこと（図面と仕様書が交互符合しないこと及
び設計図書に誤謬または脱漏があることを含む。）

三　工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然
的又は人為的な施工条件が実際と相違すること

四　設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特
別の状態が生じたこと

2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見
したときは、直ちに調査を行い、その結果（これに対してとるべき措置を指示
する必要があるときは、その指示を含む。）を書面をもって乙に通知する。

3 第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があ
ると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負
代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、
甲乙協議して定める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
甲：総合工事業者（元請負人）

乙：専門工事業者（下請負人）

建設工事標準下請契約約款（抄）

※注




